
 後期高齢者医療制度（長寿医療制度） 
一部負担金の割合が変更になる人に 
新しい被保険者証を送付します 
s問い合わせ　保険年金グループ　1０７９（４３５）２５８１ 

【表】 医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額など 
自己負担限度額(月額)

個人単位 
［外来］ 

入院時食事代 
の標準負担額 
（１食当たり） 

260円 
44,400円 

12,000円 

8,000円 

80,100円 
＋ 

（医療費－267,000円） 
× 
１％ 

[44,400円] ※1

テーマ 福祉のまちづくり 
日時　8月5日（火）　午前10時～11時 
場所　福祉しあわせセンター 
対象　一般、福祉関係者 
問い合わせ　社会福祉協議会 
　　　　　　1０７９（４３５）１７１２ 
　　　　　　企画グループ 
　　　　　　1０７９（４３５）０３５６ 

テーマ 参画と協働、交流のまちづくり 
日時　8月7日（木）　午前10時～11時 
場所　中央公民館 
対象　一般、公民館利用者 
問い合わせ　中央公民館 
　　　　　　1０７９（４３７）６９８０ 
　　　　　　企画グループ 
　　　　　　1０７９（４３５）０３５６ 

s今後の予定 
申し込みは不要です。当日、直接お越しください。 

44,400円 

24,600円 

15,000円 

210円 
[160円]※2

100円 

該 当 条 件  

「現役並み所得者」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」以外の人 

世帯員全員が 
住民税非課税 

「低所得Ⅰ」以外の人 

・各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円 
　として計算）を差し引いたときに0円となる人 
・老齢福祉年金の受給者 

世帯単位 
［入院含む］ 

現
役
並
み
所
得
者 

３
割 

１
割 

区
分 

金
の
割
合 

一
部
負
担 

一
般 

低
所
得
Ⅱ 

低
所
得
Ⅰ 

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯の人。た
だし、住民税課税所得145万円以上でも収入が次の金額に満たない人は、
保険年金グループに申請することにより「一般」の区分となります。 
【対象となる可能性がある人には申請書を送付しています】 
・同一世帯に被保険者が一人の場合（注）　収入…383万円  
・同一世帯に被保険者が複数いる場合　被保険者全員の収入合計…520
万円 

  

古
い
被
保
険
者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん 

の
で
、
お
手
数
で
す
が
役
場
の
保
険
年
金 

  

グ
ル
ー
プ
窓
口
に
お
返
し
く
だ
さ
い
。 

政
府
決
定
（
平
成
20
年
６
月
12
日
）
に
基
づ
く 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
保
険
料
の
お
支
払
い
方
法
の
変
更 

政
府
決
定
（
平
成
20
年
６
月
12
日
）
に
基
づ
き 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
保
険
料
の
減
額
割
合
を
拡
大 

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ 

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ 

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ 

町長と 

語ろう 

テ
ー
マ
「
子
育
て
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
」
今
回
は
、
子
育
て
世
代
の
方
々
と
、
語
り
合
い
ま
し
た
。
 

▼
問
い
合
わ
せ
　
企
画
グ
ル
ー
プ
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
６
 

6月11日(水) 午前10時30分～11時30分 
参加者　子育て支援センター利用者 35人 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
に
つ
い
て
、
本
年
４
月
よ
り
年

金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い

る
方
、
ま
た
は
本
年
10
月
よ
り
年

金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
予
定

と
な
っ
て
い
る
方
の
う
ち
、
次
の

い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
方

は
、
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
の
窓
口

へ
お
申
し
出
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

り
、
保
険
料
を
口
座
振
替
に
よ
り

お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
を
確

実
に
納
付
し
て
い
た
方
（
本
人
）

が
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
す
る

場
合

②
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
が
い
る

方
（
年
金
収
入
が
180
万
円
未
満

の
方
）
で
そ
の
口
座
振
替
に
よ

り
納
付
す
る
場
合

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
の
窓
口
に

お
申
し
出
い
た
だ
い
た
後
、
速
や

か
に
10
月
分
の
年
金
か
ら
の
お
支

払
い
を
中
止
す
る
手
続
き
を
行
い

ま
す
が
、
８
月
13
日
(水)
を
過
ぎ
て

お
申
し
出
い
た
だ
い
た
場
合
は
、

10
月
分
の
中
止
手
続
き
に
間
に
合

い
ま
せ
ん
の
で
、
お
申
し
出
い
た

だ
く
時
期
に
よ
り
12
月
分
以
降
の

年
金
か
ら
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

既
に
平
成
20
年
度
分
の
保
険
料

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し

ま
し
た
が
、
以
下
の
方
は
、
減
額

後
の
保
険
料
の
お
知
ら
せ
を
８
月

以
降
に
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
平
成
20
年
度
の
均
等
割
額
が
７

割
軽
減
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
方

→

一
律
８
・
５
割
軽
減
と
し
ま
す

・
「
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
金

額
」
が
58
万
円
以
下
の
方

→

所
得
割
額
を
一
律
５
割
軽
減

し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証
お
よ
び
保
険
料
に
つ
い
て
の
お
問

い
合
わ
せ
は
、
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ
　
1
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

《
主
な
発
言
か
ら
》

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
、
お
父
さ
ん
が
休

み
の
時
に
子
ど
も
と
遊
ば
せ
た
い

・
幼
稚
園
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
男
性
職
員
を
採

用
し
て
ほ
し
い

・
健
診
は
、
福
祉
会
館
な
の
で
雨
が
降
る
と
移

動
手
段
が
な
く
、
バ
ス
が
あ
る
と
助
か
る

・
健
診
時
に
、
子
ど
も
の
託
児
場
所
を
設
け
て

ほ
し
い

・
北
池
公
園
に
安
全
面
、
防
犯
面
か
ら
外
灯
を

・
大
西
公
園
は
、
自
転
車
で
と
び
出
す
と
危
険
。

車
止
め
の
改
善
を

・
女
性
消
防
団
で
も
託
児
に
つ
い
て
話
し
合

い
、
お
互
い
に
助
け
合
う
方
向

5
広報はりま 20.8

８
月
１
日
か
ら
平
成
21
年
７
月

31
日
ま
で
の
一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
平
成
19
年
中
の
所
得
や
収
入

で
判
定
し
、
①
②
に
該
当
す
る
人

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
23

日
頃
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月

１
日
か
ら
新
し
い
被
保
険
者
証
を

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

①
一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更

に
な
る
人

②
現
在
、
被
保
険
者
証
の
一
部

負
担
金
の
割
合
欄
に
『
３
割

た
だ
し
平
成
20
年
７
月
31
日

ま
で
は
、
自
己
負
担
限
度
額

「
一
般
」
適
用
』
の
記
載
の
あ

る
人

な
お
、
①
②
に
該
当
し
な
い
人

は
、
引
き
続
き
、
今
ま
で
お
持
ち

の
被
保
険
者
証
で
受
診
で
き
ま
す
。

（
世
帯
の
状
況
に
異
動
が
あ
っ
た
り
、

所
得
の
更
正
な
ど
が
行
わ
れ
た
と

き
は
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
随

時
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税

（
表
の
区
分
で
低
所
得
Ⅰ
・
Ⅱ
に

該
当
）
の
人
は
、
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
提
示

す
る
こ
と
で
、
入
院
の
際
に
医
療

機
関
で
支
払
う
一
部
負
担
金
が
表

の
世
帯
単
位
欄
の
限
度
額
と
な

り
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
さ

れ
ま
す
。

認
定
証
の
更
新
時
期
は
毎
年
８

月
で
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持

ち
で
８
月
以
降
も
引
き
続
き
対
象

と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
に
は
、

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
世

帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人

で
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

は
、
入
院
の
際
に
保
険
年
金
グ
ル

ー
プ
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※1［ ］内は過去12ヵ月以内にすでに3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額
※2［ ］内は過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合、91日目からの額(申請が必要)
(注)制度改正に伴う経過措置(平成20年8月1日から平成22年7月31日まで)現役並み所得者(同一世帯に被保険者が一人の場合で、かつ70歳以上
75歳未満の人がいる場合に限る)のうち、収入383万円以上の被保険者で、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円
未満の場合は、保険年金グループに申請することで一部負担金の割合は「3割」ですが、自己負担限度額は「一般」の区分となります。

4
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医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
の
一
部
負
担
金
の
割
合
（
１
割
ま
た
は
３
割
）

は
、
平
成
20
年
７
月
ま
で
は
従
来
の
老
人
保
健
制
度
と
同
様
に
、
同
一
世
帯

の
被
保
険
者
及
び
70
歳
以
上
の
人
の
所
得
や
収
入
で
判
定
し
て
い
ま
し
た

が
、
８
月
か
ら
は
同
一
世
帯
の
被
保
険
者
の
所
得
や
収
入
で
判
定
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証




